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第７章 推進体制の構築 

１ 進捗管理と評価                

本計画の進捗管理及び評価は、市民の代表や、地域福祉をはじめとする各分野の関

係者を構成員とした地域福祉推進協議会において行います。 

また、計画推進による成果・効果を客観的に評価・管理できるよう、定量的な指標

による評価に努め、地域福祉推進協議会等を通じて、ＰＤＣＡ（計画・実行・評価・

改善）サイクルに基づく推進体制の強化を図っていきます。 

 

２ 計画の推進体制                

本計画の推進にあたっては、広く市民に対して本計画の理解と参加・協力を得る

ことが必要です。そのため、具体的な取組みや活動事例等を市民と共有しながら、地

域共生社会の推進に向けた理解と参加・協力を求め、主体的な活動を促進していきま

す。 

具体的な推進体制の全体イメージは次ページのとおりです。 
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多様な主体

大学・学生、地元企
業、商工会議所、商

工会、
NPO法人、PTA、

ボランティア団体、
施設法人、

家族会・当事者会、
各種サークル活動、

など

市全体
（第１層）

日常生活圏域
（第２層）

小学校圏域
（第３層）

自治会圏域
（第４層）

インフォーマルな取組み（住民主体） 協働による取組み

東広島市の包括的な支援体制の全体イメージ

自治会

民生委員児童委員

多様な居場所づくり
（地域（こども）食堂、

多世代交流の場など）
住民自治協議会

住

学び・気づきを通じた
多様な主体への参画 地域課題の吸い上げ

課題共有

取組みの
水平展開

地域づくり・
社会参加に

向けた取組み

地区社協

あらゆる階層に
おける住民間の

ネットワークづくり

学び・気づきを踏まえた
まちづくり活動

（市民協働・地域貢献など）

協働による取組みを
通じた各団体の活性化、
団体間のつながり促進

見守り・支え合い・居場
所づくりの活動

（お助け隊、サロン、
通いの場など）

テーマごとの
支援の場づくり

（不登校・ひきこもり、子育
て支援、フードバンク、多文

化共生など）

連携・協働

連携・協働

課題共有・
取組強化

課題共有・
取組強化

課題共有・
取組強化

多様な主体の
発掘・育成・

つながりづくり

多様な主体の
発掘・育成・

つながりづくり
地域づくり・

話し合いの場づくり
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（仮称）地域共生センター構想

フォーマルな取組み（行政・関係機関主体）

分野別相談支援機関

HOTけんステーション
（福祉の総合調整機能）

地域懇談会

地域関係者
ネットワーク協議

会

市民会議

地域共生社会推進本部

コアネットワーク会議
（多職種連携による支援、課題共有の場）

HOTけん会議
（支援会議）

自治会域におけ
る

ネットワーク
（見守り会議等）

民

困
窮
者
支
援

基幹的・
特別対応

（        ）

初期的・
予防的対応
（       ）

障
が
い
者
支
援

子
ど
も
子
育
て
支
援

高
齢
者
支
援

健
康
づ
く
り
支
援

権
利
擁
護
支
援

市民生活に関わる庁内各部局
産業、労働、教育、住宅、地域振興、
税、防災・防犯、環境、交通その他

様々な分野

地域課題を
共有・協議する場

市民協働による
地域課題解決に向けた取組み

居
住
支
援

社会福祉協議会

情報共有

地域課題の吸い上げ・
フィードバック

地域課題の吸い上げ・
フィードバック

地域課題の吸い上げ・
フィードバック

伴走支援

気軽に相談

支援機関への
つなぎ

課題の共有
施策化の検討

課題の共有
施策化の検討

課題の共有
施策化の検討

課題の共有
気軽に相談


